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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高コストの冗長的駆動エネルギー蓄積器を設け
ることなく、車両を安全な作動状態にもたらすことので
きる、緊急時の車両の複数のアクチュエータを駆動制御
するための手段を提供する。
【解決手段】駆動エネルギー蓄積器ＨＶＢの故障を求め
、電動機Ｍの発電モードを活動化させ、車両の現下の走
行状態を決定し、車両の安全な作動状態の形成のために
必要とされる複数のアクチュエータを決定し、アクチュ
エータのそれぞれに必要とされるアクチュエータ動特性
を車両の現下の走行状態に基づいて決定し、必要とされ
る各アクチュエータの、安全な作動状態を形成するため
に必要となる電気的エネルギーの需要を決定し、各アク
チュエータに要する動特性の実施に必要な電気的エネル
ギーを考慮して電動機の発電モードを制御し、車両の安
全な作動状態が達成されるまでアクチュエータを所定の
動特性で駆動制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　緊急時の車両の複数のアクチュエータを駆動制御するための方法であって、
　前記車両は、電動機（Ｍ）と協働する駆動エネルギー蓄積器（ＨＶＢ）と、電気的に作
動可能な複数のアクチュエータとを含み、前記電動機（Ｍ）はモーターモード及び／又は
発電モードで作動可能である方法において、
ａ）前記駆動エネルギー蓄積器（ＨＶＢ）の故障を検出するステップと、
ｂ）前記故障の結果、前記電動機（Ｍ）の前記発電モードを活動化させるステップと、
ｃ）前記車両の現下の走行状態を決定するステップと、
ｄ）前記車両の安全な作動状態の形成のために必要とされる複数のアクチュエータを決定
し、該アクチュエータのそれぞれに必要とされるアクチュエータ動特性を前記車両の現下
の走行状態に基づいて決定するステップと、
ｅ）前記必要とされる各アクチュエータの、安全な作動状態の形成のために必要とされる
電気的エネルギーの需要を決定するステップと、
ｆ）前記必要とされる複数のアクチュエータの、それぞれに必要とされるアクチュエータ
動特性の実施にそれぞれ必要とされる電気的エネルギーを考慮してそれに比例した前記電
動機の発電モードを制御するステップと、
ｇ）前記車両の安全な作動状態が達成されるまで、前記安全な作動状態の形成のために必
要とされる複数のアクチュエータを、所定のアクチュエータ動特性でもって駆動制御する
ステップとを含むようにしたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記現下の走行状態の決定には、車両を運転する車両ドライバーによる走行動特性設定
に基づく現下の走行動特性の決定が含まれる、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記現下の走行動特性の決定には、
　前記車両の速度、前記車両の操舵角、前記車両に現れたスリップ量、及び／又は前記車
両のヨーレートが含まれる、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記車両を運転する車両ドライバーによる走行動特性設定には、前記車両ドライバーの
制動設定、及び／又は、前記車両ドライバーの操舵設定が含まれている、請求項２または
３記載の方法。
【請求項５】
　前記ステップｃ）による、前記のそれぞれに必要とされるアクチュエータ動特性の決定
には、前記車両の少なくとも１つの各ホイール毎のホイール速度の決定、前記車両の少な
くとも１つの各ホイール毎の制動力の決定、及び／又は、操舵角の決定が、含まれている
、請求項１から４いずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　前記安全な作動状態の形成のために必要とされるアクチュエータの駆動制御は、車両の
制動が車両の安定性を失わないように、前記アクチュエータによって通常必要とされる電
気的エネルギーの要求に、車両の制動が、ブレーキングアクチュエータの駆動制御によっ
てマッチするように行われる、請求項１から５いずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記ブレーキングアクチュエータの駆動制御は、ブレーキングアクチュエータの電気的
エネルギーの需要に対して、操舵力支援に関するステアリングアクチュエータの駆動制御
のための電気的エネルギーを低減することによって供給されるように行われる、請求項６
記載の方法。
【請求項８】
　前記ブレーキングアクチュエータの駆動制御は、前記ブレーキングアクチュエータによ
る車両の制動が、その他の必要とされるアクチュエータ、とりわけウォーターポンプの電
気的エネルギーの需要でもって調整され、その際に前記車両の制動が当該車両のオーバー
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ヒートを引き起こさないように行われる、請求項６または７記載の方法。
【請求項９】
　安全な作動状態の形成のために必要とされる電気的エネルギーの総需要が、前記必要と
される各アクチュエータの電気的エネルギーの必要とする需要から求められる、請求項１
から８いずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　前記ステップｅ）にて求められた需要よりも少ない電気的エネルギーが個々のアクチュ
エータに割り当てられ、当該個々のアクチュエータに割り当てられた少ない電気的エネル
ギーがまだ安全な作動状態の形成を保証する限りにおいては、前記電気的エネルギーの総
需要の算出が少なくとも一回繰り返される、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　緊急時の車両の複数のアクチュエータを駆動制御するための制御ユニットであって、
　前記車両は、モーターモード及び／又は発電モードで作動可能である電動機（Ｍ）と協
働する駆動エネルギー蓄積器（ＨＶＢ）と、電気的に作動可能な複数のアクチュエータと
を含む、制御ユニットにおいて、
　前記制御ユニットは、
　高電圧エネルギー蓄積器の故障を検出するセンサユニットと、
　前記故障の結果、前記電動機（Ｍ）の発電モードを活動化させるための活動化ユニット
と、
　前記車両の安全な作動状態を形成するために必要とされる複数のアクチュエータを決定
し、該アクチュエータのそれぞれに必要とされるアクチュエータ動特性を前記車両の現下
の走行状態に基づいて決定するための走行動特性決定ユニットと、
　前記必要とされる各アクチュエータの、安全な作動状態の形成のために必要とされる電
気的エネルギーの需要を決定するための決定ユニットと、
　前記必要とされる各アクチュエータの動特性を実行するために必要な電気的エネルギー
を考慮しながら、それに比例した、電動機の発電モードを制御するための調整ユニットと
、
　前記車両の安全な作動状態が達成されるまで、前記安全な作動状態の形成のために必要
とされる複数のアクチュエータを、所定のアクチュエータ動特性でもって駆動制御するた
めの走行動特性制御ユニットとを含んでいることを特徴とする制御ユニット。
【請求項１２】
　請求項１乃至１０いずれか１項記載の方法を実施するための手段を備えていることを特
徴とする、請求項１１記載の制御ユニット。
【請求項１３】
　請求項１１または１２記載の制御ユニットを含んでいることを特徴とする車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緊急時の車両の複数のアクチュエータを駆動制御するための方法であって、
前記車両は、電動機と協働する駆動エネルギー蓄積器と、電気的に駆動可能な複数のアク
チュエータとを含み、前記電動機はモーターモード及び／又は発電モードで作動可能であ
る方法及び制御ユニットに関している。
【背景技術】
【０００２】
　駆動用電動機を備えた車両は、将来的にさらなる発展を遂げる。そのような電動機若し
くはハイブリッド駆動部を備えた車両に対しては、電動機が１００Ｖから８００Ｖまでの
電圧範囲で作動させることが実証されている。このことは、通常は１２Ｖから２４Ｖまで
の電圧範囲で動作する自動車の通常の車載電源網と比較して高圧である。
【０００３】
　電動機に割り当てられる車載電源網は通常は高圧電源網と称され、その他の電圧範囲で
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動作する車載電源網は低圧電源網と称される。これらの高圧電源網と低圧電源網は、この
種の電気自動車若しくはハイブリッド車両において多電圧式車載電源網と組み合わされる
。
【０００４】
　電気自動車若しくはハイブリッド車両（以下の明細書では単に車両とも称する）は、駆
動エネルギー蓄積器を備えており、これは車両の高圧回路に対応付けられている。それ故
にこの駆動エネルギー蓄積器は高圧エネルギー蓄積器ともいえる。
【０００５】
　駆動エネルギー蓄積器は通常は、走行モード中でも走行モード外でも相当な診断手段の
下にある。そのため例えば駆動エネルギー蓄積器内において生じたエラーと、それに伴い
短縮すべき残存走行区間とを車両ドライバーに適時に表示しなければならず、さらに当該
の車両は駆動エネルギー蓄積器を空にして遠隔地に停止するわけにはいかない。従って駆
動エネルギー蓄積器は車両内で十分に良好に監視された構成要素であることが前提とされ
る。
【０００６】
　駆動エネルギー蓄積器の故障は、とりわけ当該車両が専ら電気的に作動されるブレーキ
ングアクチュエータ及び／又はステアリングアクチュエータ、（当業者間では、"ブレー
キバイワイヤ"とも"ステアーバイワイヤ"とも称される）を装備しているケースでは、緊
迫した結果を引き起こす。
【０００７】
　前述したようなブレーキングアクチュエータは通常のブレーキ油圧に対して余分な圧力
を起こしている。例えば車両ドライバーが習慣的に車両のブレーキペダルを操作すると、
スプリングによって生じるばね応力のような圧力が返されるが、これは通常のペダル操作
の感触を単にシミュレートしたものである。このことから車両の制御ユニットにおいては
、車両の各ホイール毎に制動力が計算される。個々のホイールには、ブレーキユニットの
ブレーキパッドをブレーキディスクに挟み付ける応力が、電気モーターとスピンドルから
なる電気機械ユニットによって形成される。
【０００８】
　前述したステアリングアクチュエータはステアリングリンクのような従来の伝動機構に
余分な応力を起こしている。例えば車両ドライバーから操舵装置に所望のステアリング操
作が印加されると、これが機械的にステアリングギアに直接印加されて、最終的に操舵輪
に伝達されるのではなく、ステアリングアクチュエータを介して間接的に伝達される。
【０００９】
　相乗作用の理由から有利には、駆動エネルギー蓄積器は、電気的に駆動可能なブレーキ
ングアクチュエータ及びステアリングアクチュエータのエネルギー供給のためにも使用さ
れる。この駆動エネルギー蓄積器は十分良好に監視されているため、電気的に作動可能な
アクチュエータのエネルギー供給が通常の走行モードにおいて保証されていることを前提
とすることができる。
【００１０】
　しかしながら、車両の（アクセル）全開走行時の駆動エネルギー蓄積器の突然の故障は
、車両ドライバーからの操舵命令若しくは制動命令をブレーキングアクチュエータ及び／
又はステアリングアクチュエータによって実施することができなくなるという事態を引き
起こす。さらにそのような駆動エネルギー蓄積器の故障の際の別の問題は、電気的に作動
可能なクーラントアクチュエータないしウォータポンプアクチュエータへの電流の供給で
ある。駆動エネルギー蓄積器の故障は、電動機とこれに割り当てられているパワーエレク
トロニクス構成素子の過熱と損傷を引き起こす結果となる。
【００１１】
　それ故緊急時において、車両を安全な作動状態にもっていくのに絶対必要な又は適した
これらのアクチュエータへの電気的エネルギーの供給に関して余裕をもたせる代替案が指
摘されている。これらの専らブレーキングアクチュエータ、ステアリングアクチュエータ
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及びクーラントアクチュエータ（ウォータポンプアクチュエータ）とも称するアクチュエ
ータについては、以下に述べるケース毎に場合によっては「必要とされるアクチュエータ
」とも称するものとする。
【００１２】
　さまざまな理由から、さらなる冗長的な駆動エネルギー蓄積器を高圧回路系に配置する
ことは経済的な理由からも現実的ではない。その理由の一つは、高圧エネルギー蓄積器が
車両内で著しく大きな所要空間を必要とすることである。そのような空間は通常は得られ
ない。さらに通常の高圧エネルギー蓄積器の重量に関して注意すべき点は、２つのエネル
ギー蓄積器の組み込み自体が重さの理由から経済的ではないことである。最後にコスト的
な点を考慮しても、２つの駆動エネルギー蓄積器を備えた高圧回路系の冗長的供給を除外
することには大きな意味がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の課題は、前述したような高コストの冗長的駆動エネルギー蓄積器を設けること
なく、車両を安全な作動状態にもたらすことのできる、緊急時の車両の複数のアクチュエ
ータを駆動制御するための手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記課題は本発明により、
ａ）前記駆動エネルギー蓄積器（ＨＶＢ）の故障を検出するステップと、
ｂ）前記故障の結果、前記電動機（Ｍ）の前記発電モードを活動化させるステップと、
ｃ）前記車両の現下の走行状態を決定するステップと、
ｄ）前記車両の安全な作動状態の形成のために必要とされる複数のアクチュエータを決定
し、該アクチュエータのそれぞれに必要とされるアクチュエータ動特性を前記車両の現下
の走行状態に基づいて決定するステップと、
ｅ）前記必要とされる各アクチュエータの、安全な作動状態の形成のために必要とされる
電気的エネルギーの需要を決定するステップと、
ｆ）前記必要とされる複数のアクチュエータの、それぞれに必要とされるアクチュエータ
動特性の実施にそれぞれ必要とされる電気的エネルギーを考慮してそれに比例した前記電
動機の発電モードを制御するステップと、
ｇ）前記車両の安全な作動状態が達成されるまで、前記安全な作動状態の形成のために必
要とされる複数のアクチュエータを、所定のアクチュエータ動特性でもって駆動制御する
ステップとを含むようにして解決される。
【００１５】
　また前記課題は、前記制御ユニットは、
　高電圧エネルギー蓄積器の故障を検出するセンサユニットと、
　前記故障の結果、前記電動機の発電モードを活動化させるための活動化ユニットと、
　前記車両の安全な作動状態を形成するために必要とされる複数のアクチュエータを決定
し、該アクチュエータのそれぞれに必要とされるアクチュエータ動特性を前記車両の現下
の走行状態に基づいて決定するための走行動特性決定ユニットと、
　前記必要とされる各アクチュエータの、安全な作動状態の形成のために必要とされる電
気的エネルギーの需要を決定するための決定ユニットと、
　前記必要とされる各アクチュエータの動特性を実行するために必要な電気的エネルギー
を考慮しながら、それに比例した、電動機の発電モードを制御するための調整ユニットと
、
　前記車両の安全な作動状態が達成されるまで、前記安全な作動状態の形成のために必要
とされる複数のアクチュエータを、所定のアクチュエータ動特性でもって駆動制御するた
めの走行動特性制御ユニットとを含む構成によって解決される。
【００１６】
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　また前記課題は、本発明による制御ユニットを備えた自動車によって解決される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】車両の協働する電気的構成要素を表した概略図
【図２】本発明による方法の実施例を示したフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　上記した本発明による方法は、列挙された順序を考慮することなく実施が可能な以下の
方法ステップからなっている。すなわち、
ａ）前記駆動エネルギー蓄積器（ＨＶＢ）の故障を検出するステップと、
ｂ）前記故障の結果、前記電動機（Ｍ）の前記発電モードを活動化させるステップと、
ｃ）前記車両の現下の走行状態を決定するステップと、
ｄ）前記車両の安全な作動状態の形成のために必要とされる複数のアクチュエータを決定
し、該アクチュエータのそれぞれに必要とされるアクチュエータ動特性を前記車両の現下
の走行状態に基づいて決定するステップと、
ｅ）前記必要とされる各アクチュエータの、安全な作動状態の形成のために必要とされる
電気的エネルギーの需要を決定するステップと、
ｆ）前記必要とされる複数のアクチュエータの、それぞれに必要とされるアクチュエータ
動特性の実施にそれぞれ必要とされる電気的エネルギーを考慮してそれに比例した前記電
動機の発電モードを制御するステップと、
ｇ）前記車両の安全な作動状態が達成されるまで、前記安全な作動状態の形成のために必
要とされる複数のアクチュエータを、所定のアクチュエータ動特性でもって駆動制御する
ステップである。
【００１９】
　冒頭に述べた方法ステップａ）によれば、駆動エネルギー蓄積器に故障が発生している
か否かを検出することが実行される。そのような故障は例えば、高圧車載電源網における
電圧降下によって検出することが可能である。駆動エネルギー蓄積器の故障が存在してい
る場合には、本発明による方法のさらなる方法ステップが、列挙された順序を考慮するこ
となく実施され得る。
【００２０】
　さらなる方法ステップｂ）によれば、前記の故障に続いて、電動機を発電モードに移行
させることが実行される。これは回生モードとも称される。そのような回生モードの中で
は車両の運動エネルギーが電気的なエネルギーに変換される。この回生には２つの望まし
い効果が引き出される。その１つは高圧電源網の供給が、故障した駆動エネルギー蓄積器
によって供給されるはずだった失われた電気的エネルギーの代替として得られた電気的エ
ネルギーによって行われることである。もう１つは、前記回生に基づく車両の制動力であ
る。この制動力は、車両にブレーキ効果を与え安全な作動状態にもたらす。
【００２１】
　方法ステップｃ）によれば、車両の現下の走行状態の検出が行われる。この走行状態に
は、ドライバーの意思に基づく車両の走行動特性も含まれる。
【００２２】
　さらなる方法ステップｄ）によれば、前記車両の安全な作動状態の形成のために必要と
される複数のアクチュエータの決定と、該アクチュエータのそれぞれに必要とされるアク
チュエータ動特性の前記車両の現下の走行状態に基づいた決定とが行われる。そのような
決定には、例えば現下の走行動特性及び／又は現下の交通状況のもとで許される限り、当
該車両を安全な作動状態、例えば停止状態にもたらす目的で、例えば最適なホイール速度
の計算、最適な制動力の計算、並びに最適な操舵角の計算が含まれる。
【００２３】
　さらなる方法ステップｅ）によれば、必要とされる各アクチュエータの、安全な作動状
態の形成のために必要とされる電気的エネルギーの需要が求められる。換言すれば、この
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方法ステップは、所定のアクチュエータを所定のアクチュエータ動特性で作動させるのに
最低限必要とされるエネルギーの計算に用いられる。
【００２４】
　さらなる方法ステップｆ）によれば、必要とされる複数のアクチュエータの、それぞれ
に必要とされるアクチュエータ動特性の実施にそれぞれ必要とされる電気的エネルギーを
考慮してそれに比例する前記電動機の発電モード、換言すれば回生モードが制御される。
このステップは、必要とされるアクチュエータの需要に応じて方向付けされる発電モード
の漸進的な設定を可能にする。そのような手段を用いれば、発電モードにおいて動作する
電気機械によって、所要のアクチュエータ動特性で車両を安全な作動状態に移行させるの
に必要となる量だけの電気的エネルギーが得られるようになる。回生モードの漸進的な制
御によって得られる利点は、突発的な回生が回避されることである。この突発的な回生は
、突然の制動作用に基づく車両の不安定化を引き起こす。
【００２５】
　最後の方法ステップｇ）によれば、事前に求められたアクチュエータ動特性でもって前
記アクチュエータの駆動制御が最終的に車両の安全な作動状態に到達するまで行われる。
【００２６】
　前述した複数の方法ステップの順序については、方法ステップａ）だけが、当該方法の
開始ステップとして形成されているだけで、その他の方法ステップについては、当業者の
任意の判断に応じて、十分に定まっていない実施時点、同時の実施時点、及び／又は、重
畳する実施時点に基づいて、時間的に定められてもよいことを述べておく。例えば前記方
法ステップｂ）、つまり発電モードにおける回生は、前記の決定及び算出、ステップｂ）
，ｃ），ｄ）及び／又は、ｅ）が一度開始若しくは終了してから実施されるようにしても
よい。
【００２７】
　本発明によって得られる特に有利な点は、発電モードの駆動エネルギー蓄積器を使用す
ることで余分な駆動エネルギー蓄積器を具備しなくて済むことである。このことは、重量
、コスト、組み込み空間の節約を有利な形で可能にさせる。
【００２８】
　漸進的な発電モードの設定によれば、有利には、必要とされる複数のアクチュエータへ
の供給に必要なだけの量の電気的エネルギーしか電動機によって生成されない。このよう
にして電動機において損失する熱が最低減となり、フル回生モードの結果として生じ得る
過度な制動効果が回避される。
【００２９】
　本発明による方法は、緊急時モードに入った場合、つまり車両の走行モード中に駆動エ
ネルギー蓄積器が完全に故障した場合に、ステアリング操作の機能は維持したまま当該車
両を安全に停止させるための十分な支援が車両ドライバーにもたらされることを保証する
。同時に車両ドライバー若しくは車両支援システムには、車両の停止位置と停止距離を決
定するのに十分な処理の余裕ももたらす。
【００３０】
　本発明のさらに別の有利な実施形態は従属請求項にも記載されている。
【００３１】
　本発明による方法の有利な実施態様によれば、現下の走行動特性の決定が車両ドライバ
ーによる走行動特性設定に基づいて推定される。現下の走行動特性の決定は、例えば当該
車両の現下の速度、当該車両の現下の操舵角、当該車両に発生しているスリップ量、及び
／又は、当該車両のヨーレートによって行われる．車両を運転している車両ドライバーに
よる走行動特性設定には、車両ドライバーの制動設定、及び／又は、前記車両ドライバー
の操舵設定が含まれている。
【００３２】
　本発明による方法のさらに別の有利な実施態様によれば、それぞれに必要とされるアク
チュエータ動特性の決定に対して、前記車両の少なくとも１つの各ホイール毎のホイール
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速度の決定が行われる。さらに前記車両の少なくとも１つの各ホイール毎の制動力の決定
並びに操舵角の決定が行われると有利である。
【００３３】
　本発明による方法のさらに別の有利な実施態様によれば、前記安全な作動状態の形成の
ために必要とされる複数のアクチュエータの駆動制御は、ブレーキングアクチュエータの
駆動制御による前記車両の制動力が、その他の必要とされる複数のアクチュエータの電気
的エネルギー需要でもって調整されるように行われ、かつ前記車両の制動が当該車両の安
定性を失わせるようなことがないように行われる。
【００３４】
　例えばカーブ走行、アイスバーン走行、雪道走行、砂利道走行などのような臨界的な走
行状況においては、回生モードの制動効果に起因する車両の不安定性を回避するために、
動特性の制御機能を用いた調整、とりわけ摩擦ブレーキを駆動制御する機能を用いた調整
が行われる。この調整の利点は、ブレーキングアクチュエータ、ステアリングアクチュエ
ータ、クーリングアクチュエータが要求する電流を、電流消費の伴う回生動作によって調
整することにあり、その際には動特性制御からの各要求が対比され、制動力の分配が調整
される。
【００３５】
　この調整には、以下の２つの変化実施例において示されるように、例えば操舵力支援の
漸進的な低減によるステアリングアクチュエータの電流消費、及び／又は例えばウォータ
ーポンプの流量の増減によるウォーターポンプの電流消費の動的関与などが含まれていて
もよい。
【００３６】
　本発明による方法のさらに別の有利な実施態様によれば、前記ブレーキングアクチュエ
ータの駆動制御は、ブレーキングアクチュエータの動作のための電気的エネルギーが、操
舵力支援に関するステアリングアクチュエータの駆動制御のための電気的エネルギーを低
減することによってまかなわれるように行われる。そのような手段は、ブレーキングアク
チュエータに最優先度を与え、そのようなケースでは、重要性に関してブレーキングアク
チュエータよりも優先度の低い二次的アクチュエータに対しては十分な電気的エネルギー
は供給されない。
【００３７】
　本発明による方法のさらに別の有利な実施態様によれば、前記ブレーキングアクチュエ
ータの駆動制御は、前記ブレーキングアクチュエータによる車両の制動が、その他の必要
とされる複数のアクチュエータ、とりわけウォーターポンプの電気的エネルギーの要求に
マッチするように行われ、その際に前記車両の制動が当該車両のオーバーヒートを引き起
こさないように行われる。この調整には、特にクーラント用ポンプ、すなわちウォーター
ポンプが伴う。その意味では、このポンプもアクチュエータの１つである。
【００３８】
　本発明による方法のさらに別の有利な実施態様によれば、最初に求められた需要よりも
少ない電気的エネルギーが個々のアクチュエータに割り当てられ、当該個々のアクチュエ
ータに割り当てられた少ない電気的エネルギーがまだ安全な作動状態の形成を保証する場
合には、前記電気的エネルギーの総需要の算出が少なくとも一回繰り返される。
　以下の明細書では、本発明の実施例並びに本発明のさらなる利点を図面に基づいて詳細
に説明する。
【実施例】
【００３９】
　図１には、車両における従来技法で公知の多電圧式車載電源網の概略的構成を示した図
である。図１に描写された全体的な空間内に実質的に収容されているのは高圧車載電源網
である。
【００４０】
　この高圧車載電源網には、駆動エネルギー蓄積器ＨＶＢ、多数のアクチュエータＡ１乃
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至Ａ５、クーラント用ポンプ（ウォーターポンプ）ＣＯＬが接続され、さらにインバータ
ＡＣＤないしＡＣ／ＤＣ変換器を介して電動機Ｍが接続されている。直流電圧変換器ＤＣ
Ｄによって、高圧電源網電圧、例えば４００乃至８００Ｖの直流電圧から低圧電源網用に
設けられている車載電源網電圧への電圧変換が行われる。この低圧電源網に対しては、通
常は１２Ｖの高さの直流電圧が用いられる。この低圧電源網は、図１の右方縁部の２つの
平行に延在する線路だけで示されている。この低圧電源網は、当業者間では、二次電源網
とも称する。
【００４１】
　本願明細書においては、アクチュエータとは、電気機械的な機能ユニットと理解された
い。この電気機械的機能ユニットは、図示されていない制御ユニットによって伝送される
命令に基づいて電気的エネルギーが供給されると、機械的な運動又はその他の物理的特性
量への変換を行う。前述した複数のアクチュエータには、例えば１つのステアリングアク
チュエータＡ１と、４つのブレーキングアクチュエータＡ２乃至Ａ５が挙げられる。クー
ラントポンプないしウォーターポンプＣＯＬも前述の趣旨においては１つのアクチュエー
タである。
【００４２】
　図２には、本発明による、緊急時の車両の複数のアクチュエータを駆動制御するための
方法の実施例が概略的なフローチャートで示されている。
【００４３】
　第１の分岐ステップ１０では、駆動エネルギー蓄積器の可用性が連続的に検査される。
分岐ステップにおける符号Ｙは「イエス」の意味である。駆動エネルギー蓄積器は、本発
明による緊急時の車両の複数のアクチュエータを駆動制御するための方法ステップが何も
必要でない場合（当該分岐ステップにおける符号Ｙ＝「イエス」参照）には、当該方法が
暫定的な終了ステップ１１において終了する。駆動エネルギー蓄積器は、走行モードの間
に使用不能（当該分岐ステップの符号Ｎ＝「ノー」参照）となったり当該蓄積器が故障し
ているときには、本発明の実施例に従って緊急時モード２０がスタートする。
【００４４】
　さらなるステップ３０では、車両の現下の走行状態の決定が行われる。すなわち走行動
特性の活動化の決定が、車両ドライバーの特性に基づいて行われる。これに関しては、複
数のパラメータ、すなわち、速度３１、操舵角３２、スリップ量３３、ヨーレート３４、
車両ドライバーのブレーキング特性３５、車両ドライバーの操舵特性３６が評価される。
【００４５】
　続いて車両の安全な作動状態の形成に必要とされる複数のアクチュエータと該アクチュ
エータのそれぞれ必要とされるアクチュエータ動特性を車両の現下の走行状態に基づいて
決定する。これに対しては、全てのホイールに対して個別に最適なホイール速度の計算ス
テップ３７が行われる。最適な制動力の計算ステップ３８は、全てのホイールに対して別
個に行われ、さらに最適な操舵角の計算ステップ３９が行われる。
【００４６】
　引き続き、それぞれ必要とされるアクチュエータ毎の安全な作動状態の形成に必要とさ
れる電気的エネルギーの需要の計算ステップ４０は、求められたアクチュエータ動特性に
基づいて行われる。
【００４７】
　それに続く計算ステップ５０では、最も重要なその他のアクチュエータを作動させるの
に最低限必要となる電気的エネルギーの需要が求められる。
【００４８】
　この計算ステップ５０は、一方では電動機とインバータの臨界温度を回避するために必
要とされるポンプ回転数を計算するステップ５１と、他方では低圧電源網の構成要素の最
小エネルギー消費量を計算するステップ５２が含まれる。
【００４９】
　電動機とインバータの臨界温度を回避するために必要とされるポンプ回転数の計算ステ
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４、モーター５５における冷却水温度並びにインバータ５６における冷却水温度が問い合
わされる。
【００５０】
　低圧電源網の構成要素の最小エネルギー消費量の計算ステップ５２のために、直流変換
器５７のエネルギー消費量が問い合わされる。
【００５１】
　計算ステップ６０では、エネルギーの総需要が計算され、計算ステップ７０ではそれに
比例する電動機の発電モードの計算、すなわち回生率の計算が行われる。
【００５２】
　分岐ステップ８０では、ステップ７０に従って求められたエネルギー需要が回生によっ
てカバーされ得るか否かが求められる。
【００５３】
　求められたエネルギー需要が回生によってカバーできない場合（当該分岐ステップの符
号Ｎ＝「ノー」参照）には、決定ステップ８１においてドライバーによる一段落した設定
が優先度に基づき計算され、エネルギーの総需要の計算ステップ６０と電動機の比例発電
モードの計算ステップ７０が再度繰り返され、求められたエネルギー需要が回生によって
カバーできるのか否かの検査を伴う分岐ステップ８０を再度実行する。
【００５４】
　前記一段落した設定の決定ステップ８１では、回生による、又は、ブレーキングアクチ
ュエータの作動による、車両の制動が、安全な作動状態が達成できるための他の必要なア
クチュエータの電気的エネルギーの需要に合わせられるか否かのチェックが行われる。こ
の場合優先度決めは、例えばブレーキングアクチュエータ及びステアリングアクチュエー
タが二次アクチュエータに対して優先権を有するように設定される。
【００５５】
　ステップ６０にて求められた需要よりも少ない電気的エネルギーが個々のアクチュエー
タに割り当てられ、当該個々のアクチュエータに割り当てられた少ない電気的エネルギー
がまだ安全な作動状態の形成を保証する限りにおいては、前記電気的エネルギーの総需要
の算出が少なくとも一回繰り返される。
【００５６】
　求められたエネルギー需要が回生によってカバーできる場合（分岐ステップ、符号Ｙ＝
「イエス」参照）には、ステップ９０において前記一段落した設定が該当するアクチュエ
ータの記録器に書き込まれ、ステップ１００にて回生が実行される。
【００５７】
　決定ステップ１１０では、車両が停止状態に至っているか否か、つまりパラメータ１１
２が０以上の車両速度を含むか否かが問い合わせされる。このことが当て嵌まる場合（当
該分岐ステップの符号Ｙ＝「イエス」参照）には、この方法が終了ステップ１１１に続け
られる。このことが当て嵌まらない場合（当該分岐ステップの符号Ｎ＝「ノー」参照）に
は、ステップ１２０において当該方法の開始ステップ２０に分岐される。
【符号の説明】
【００５８】
　Ａ１～Ａ５　アクチュエータ
　Ｍ　　　電動機
　ＡＣＤ　インバータ
　ＤＣＤ　直流変換器
　ＨＶＢ　駆動エネルギー蓄積器
　ＣＯＬ　クーラントポンプ、ウォーターポンプ
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【図１】 【図２】
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